
 

 

 

 

 

 

第７章 その他 



第７章 その他 

7.1 評価書案に係る見解書を作成した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに委

託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

(1)  実施者  

名 称：東京都 

代表者：東京都知事 小池 百合子 

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 

(2)  業務受託者  

名 称：株式会社 復建エンジニヤリング 

代表者：代表取締役社長 川村 栄一郎 

所在地：東京都中央区日本橋堀留町一丁目 11 番 12 号 

 

7.2 評価書案に係る見解書を作成するに当たって参考とした資料の目録 

(1) 
「在来鉄道の新設又は大規模改良に際して騒音対策の指針について」(平成 7 年 12 月 環大一第

174 号) 

(2) 「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（勧告）」（昭和 51 年３月 環大特 32 号）

(3) 「環境基本法」（平成５年法律第 91 号） 

(4) 「騒音に係る環境基準」（平成 10 年 9 月 環境庁告示第 64 号） 

(5) 「在来線高架鉄道からの騒音予測手法案について」（昭和 55 年４月 騒音制御：vol.４ No.２） 

(6) 「建築基準法」（昭和 25 年法律第 201 号） 

(7) 「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」（昭和 53 年東京都条例第 63 号） 

(8) 
「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担につ

いて」（昭和 54 年 10 月 建設省計用発第 35 号  建設事務次官通知） 

(9) 「新幹線列車による電波雑音妨害とその評価実験」（昭和 51 年 11 月 テレビジョン学会資料） 

(10) 「東京都景観計画」（平成 30 年８月改定 東京都） 

(11) 「杉並区景観計画」（平成 28 年６月 杉並区） 

(12) 「練馬区景観計画」（平成 23 年８月 練馬区） 

(13) 「都市計画マスタープラン」（平成 26 年３月 西東京市） 

(14) 「鉄道構造物等設計標準・同解説」（国土交通省鉄道局監修、公益財団法人 鉄道総合技術研究所）

(15) 「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号） 

(16) 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第 117 条（平成 12 年東京都条例第 215 号） 

(17) 「東京都土壌汚染対策指針」（平成 22 年東京都告示第 407 号） 

(18) 「アスベスト成形板対策マニュアル」(平成 27 年１月 東京都) 
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